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 １ 光燦々 木々に風 

    陽はま南に 春の空 

    誠実めざし われら往く 

      日吉 明るい わが母校 

 

２ 山河玲瓏 街に風       ３ 天地悠々 四季の風 

   陽は満ちわたる 秋の空       「日は新なり」 きょうの空 

   努力をちかい われら往く       健全の道 われら往く 

   日吉 さわやか わが母校       日吉 すこやか わが母校 

 



- 1 - 

 

目    次 

 

  目次････････････････････････････････････････････････１ 

１ 今年度計画 

  (1) 令和７年度 年間行事･･････････････････････････････２ 

(2) 日課表････････････････････････････････････････････３ 

 (3) 部活動････････････････････････････････････････････４ 

 

２ 学校生活の心得･･････････････････････････････････････５ 

  身なり等の規定･･････････････････････････････････････８ 

  スマホやタブレット等の利用５か条･･････････････････１０ 

 

３ 校納金の納入について･･････････････････････････････１１ 

 

４ 保健室からのお願いと利用の仕方････････････････････１２ 

 

５ 学習について･･････････････････････････････････････１３ 

 

  



- 2 - 

 

１ 今年度計画 

（１）令和７年度 日吉中学校「年間行事」  ※令和８年度予定は入学後にスマイルノートにて掲載 

 
  

月 日 曜 行　　　　　　　事 月 日 曜 行　　　　　　　事

9 水 始業式、就任式 4 土 校則・学用品検討委員会

10 木 入学式、１年保護者会 10 金 合唱コンクール

11 金 教科書配布 24 金 前期通知表渡し

３年全国学力・学習状況調査 28 火 ３年共通テスト～29日

１,２年実力テスト

21 月 家庭訪問　～5/2

23 水 避難訓練 12 水 後期中間テスト～13日

17 月 １年集団宿泊教室～18日

25 火 教育相談～12/5

14 水 体育大会　予行練習 17 水 振替休業日(港チャレンジ大会)

15 木 振替休業日(体育大会準備) 20 土 港チャレンジ大会

17 土 体育大会準備 24 水 終業式

18 日 体育大会 6 火 行事検討委員会

19 月 振替休業日(体育大会) 8 木 始業式

30 金 生徒総会 9 金 避難訓練

10 火 前期中間テスト～11日 13 火 １,２年実力テスト～14日

中体連選手激励会 3 火 ２年修学旅行～５日

17 火 市中体連大会～7/1 9 月 ３年学年末テスト～10日

2 水 人権学習 19 木 １,２年学年末テスト～20日

12 土 県中体連大会～22日 20 金 新入予定者説明会(児童向け)

18 金 終業式 6 金 ３年修了式

22 火 教育相談～31日 7 土 卒業証書授与式

8 29 金 始業式 24 火 １,２年修了式

1 月 安全・防災の日（避難訓練） 30 月 退任式

17 水 前期期末テスト～18日

25 木 立会演説会・投票

2

6

31 金
授業参観

１年集団宿泊説明会

17

10

木
4

11

12

9

8 木

1

3

7

授業参観・学級懇談会

ＰＴＡ総会・部活動総会

5
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（２）基本日課表 

 
  

朝活動

健康観察・朝自習 　８：１５～　８：３５
朝活動

健康観察・朝自習 　８：１５～　８：３５

朝の会 　８：３５～　８：４５ 朝の会 　８：３５～　８：４５

１校時 　８：５０～　９：４０ １校時 　８：５０～　９：４０

２校時 　９：５０～１０：４０ ２校時 　９：５０～１０：４０

３校時 １０：５０～１１：４０ ３校時 １０：５０～１１：４０

４校時 １１：５０～１２：４０ ４校時 １１：５０～１２：４０

給食 １２：４０～１３：１５ 給食 １２：４０～１３：１５

昼休み １３：１５～１３：４０ 昼休み １３：１５～１３：４０

５校時 １３：４５～１４：３５ ５校時 １３：４５～１４：３５

掃　除(10分) １４：４０～１４：５０ ６校時 １４：４５～１５：３５

帰　会 １５：００～１５：１５ 帰　会 １５：４５～１６：００

【45分日課】

朝活動

健康観察・朝の会 　８：１５～　８：３０ 体育館入場 　８：２０～　８：２５

１校時 　８：３５～　９：２５ 全校集会 　８：２５～　８：５５

２校時 　９：３５～１０：２５ 学　活 　８：５５～　９：０５

３校時 １０：３５～１１：２５ １校時 　９：１０～　９：５５

４校時 １１：３５～１２：２５ ２校時 １０：０５～１０：５０

給食 １２：２５～１３：００ ３校時 １１：００～１１：４５

昼休み １３：００～１３：２５ ４校時 １１：５５～１２：４０

５校時 １３：３０～１４：２０ 給食 １２：４０～１３：１５

６校時 １４：３０～１５：２０ 昼休み １３：１５～１３：４０

掃　除(10分) １５：２５～１５：３５ ５校時 １３：４５～１４：３０

帰　会 １５：４５～１６：００ ６校時 １４：４０～１５：２５

帰　会 １５：３５～１５：５０

　　 Ａ 日 課

　　B 日 課 　　 集 会 日 課

〔基本は月曜に５限】

〔基本は火、水、金曜に６限〕

〔基本は木曜に６限〕
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(３) 部活動入部ガイド 

  あなたは、「何のために部活動をしますか。」そう聞かれたら、何と答えますか。 

  運動が好きだから、演奏が好きだから、体力をつけたいからなど、いろいろな答えが考えられ

ますね。 

  「部活動」から得られるものはたくさんあります。体力や技術・表現力が身につくでしょう。

何かに熱中できることのすばらしさを知るでしょう。負けたときの悔しさ、勝ったときや成功し

たときの喜びを知るでしょう。そして何よりも、そういう気持ちを分かち合うことができる   

「仲間」がたくさんできることです。部活動による「出会い・触れ合い・分かち合い・高め合い」

は、これからの生活をより豊かにし心の糧として皆さんを支えてくれます。 

ぜひ、希望の部活動に入部して、青春を満喫してください。きっとすばらしい中学校生活が  

送れるものと確信します。 

 

① 部活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②入部までの手続き 

  〇 部活動紹介（４月中旬） 

〇 学活（入部用紙配布）  

  〇 部活動見学（４月末まで） 

  〇 入部手続き（入部用紙を提出） 

  〇 部活動総会（５月上旬）・・・各部で集まり 

 

③練習時間について （令和７年度）  

部 活 動 募集 活動場所 

野  球 男女  

グラウンド 
 

サッカー 男女 

陸 上 男女 

バレーボール 女  

体 育 館 
 

バスケットボール 男女 

バドミントン 男女 

ソフトテニス 男女 テニスコ－ト 

剣 道 男女 武 道 場 

音 楽 男女 音 楽 室 

期 間 練習終了時間 

３～７月・９月 １８：３０ 

２・１０月 １８：１５ 

１・１１・１２月 １８：００ 

④部活動心得 

 

 ア 元気のよい挨拶を心がける。 

 イ すばやく練習の準備をし、下校時間を

守る。 

 ウ 真剣に練習に取り組む。 

 エ 練習後の用具の後始末・掃除は責任を

持って行う。 

 オ 欠席･遅刻するときは、必ず顧問の先生

に申し出る。 

 カ ～凡事徹底～  

学校・部のルールをきちんと守り、当

たり前のことを当たり前にすることが

できる部活動生を目指そう！ 

※夏休み、冬休み、春休みは別計画になります。 

※各月の第一日曜日は完全休業日です。また 

 定期テスト５日前から休みです。（ただし、 

 実力試験、大会参加の場合は除きます。） 

※平日は１日、部活動中止日を設けています。 

※活動計画の詳細（年間計画・月計画等）は、 

 各部より計画が出されます。 
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２ 中学校生活の心得 

 この“心得”は、皆さんが規律ある中学校生活を送る中で、充実した学習活動ができるため

の約束事です。一人一人が、様々な活動に安心して取り組むことができ、自己を成長させるこ

とができるとともに、誇りある日吉中学校をみんなでつくりましょう。そのために、以下の項

目については、常に自覚して学校生活を送ってほしいという思いから“心得”として皆さんに

協力してもらいたいことを示しています。 

 

 １ 登校～教室  

（１）登校は徒歩で行っています（休業日等も含む）。やむをえず徒歩以外での手段を希望す

る人は相談してください。 

（２）交通ルール・マナーを守り、交通事故に留意しましょう。 

（３）地域の人にあいさつをしていきましょう。「おはようございます」「こんにちは」「こ

んばんは」等 

（４）学習に不必要な物(遊び道具､危険な物､ﾌﾟﾘｸﾗ､携帯電話､手紙等)は、持ってきません。 

（５）カバンは、学校規定の物を、身体や安全面を考えて、両肩に掛けましょう。 

（６）サブバックは、学校規定の物や部活動で指定されたものを使いましょう。 

（７）８時１０分までに昇降口を通過し、８時１５分までに入室完了します。なお、昇降口の

朝の開錠時間は、原則として７時３０分です。 

（８）生徒昇降口では、下靴、上靴入れの場所を区別しています。また、靴には記名をしてく

ださい。 

（９）教室に入ったら、学習道具を机に入れ、カバン等は後ろの棚に整頓して置きます。机の

横には何もかけないようにしましょう。 

（10）欠席、遅刻、早退の連絡は、保護者を通して行ってください。 

（11）登校（８時１５分）以降、学校外への外出は禁止です。ただし、必要のある場合は、保

護者・本人から担任に伝えましょう。 

(12) 朝自習が８時２０分までにできるように読書等の準備を行いましょう。 

 

 ２ 授 業  

（１）チャイムが鳴る前に着席し、教科書等を机の上に出して準備をしましょう。 

（２）チャイム黙想後、『起立、礼、着席』の号令は係が元気よく行いましょう。 

（３）授業終始の挨拶「お願いします」「ありがとうございました」は元気よく。 

（４）名前を呼ばれたら、「はい」と返事をしましょう。 

（５）授業を妨害したり、許可を得ずに授業を受けない等がないようにしてください。 

（６）特別教室等で授業があるときは、休み時間の間に移動しておいてください。 

（７）体育等の見学は、保護者の見学届を記入してもらい、担任、授業担当に申し出てくださ

い。 

（８）遅刻して登校してきたときは、職員室で「遅刻登校確認用紙」に記入後、授業者に用紙

を渡して授業に参加しましょう。 
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 ３ 休み時間  

（１）次の授業の準備を行いましょう。 

（２）他の教室には入りません。また、床や階段等に座らないようにしましょう。 

（３）各教室などのベランダには出ないようにしましょう。 

（４）非常階段では遊ばないようにしましょう。非常階段は、緊急避難やプール・技術室への

移動のみに使用可能です。 

（５）他学年のフロアには行かないようにしましょう（昼休みも含む）。 

（６）職員室に用がある時は許可を得て入室します。その際、カバン等は廊下に置いて入室し

ましょう。 

 

 ４ 給食  

※スマイルノート「給食の時間の流れ」を参照（入学後、確認します） 

 

 ５ 昼休み  

（１）図書室はルールやマナーを守って利用してください。 

（２）他の教室や他学年のフロア、特別教室、体育館は使用できません。 

 

 ６ 掃除   

※スマイルノート「無言掃除に取り組もう」を参照（入学後、確認します） 

 

 ７ 帰りの会～下校  

（１）帰りの会中は明日の連絡を確実に行い、持ち帰るものは自分で考えましょう。 

（２）帰りの会が終了したら他教室前の廊下などで待ったりせず速やかに下校しましょう。 

 

 ８ 校外生活  

（１）交通ルールやマナーを守り、事故等に遭わないように心がけましょう。 

 ① ヘルメットは必ず着用し、保険等に加入してください。（熊本市条例での努力義務） 

② 自転車の乗り方については、以下の点は禁止です。 

 ・二人乗り ・並進走行 ・傘さし運転 ・日没後の無灯火 

 ・下通り、上通り等のアーケード街での自転車走行 

（２）各種（総合）遊戯施設及び、ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ、ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ、ﾈｯﾄｶﾌｪ、ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽには、条例に従

い、保護者の責任のもととなります。ただし、条例により午後１８時以降の利用は、保

護者同伴でなければなりません。なお、２３時以降（利用施設によっては２２時以降）

は保護者同伴でも補導対象となります。（保護者同伴とは利用中に保護者が目の届く

所で付き添うこと。） 

（３）友人宅への外泊、及び不要不急な夜間外出は絶対にしないでください。 

（４）江津湖・湧水プール（嘉島等）・河川の遊泳が許可されているところの利用は、保護者

の責任のもととなります。ただし、江津湖の第三湖東橋やそうめん滝（益城等）など、

遊泳や飛び込みが禁止されているところの利用は禁止です。 

（５）インターネットは、「スマホ・タブレット等の利用５か条」を守って利用しましょう。 
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身なり等の規定 

○学校はファッションを楽しむ場ではなく学ぶ場です。学校と生徒会、地域と話し合いを持ちながら、生

活における困り感を解決していけるように規定を以下の通り決めています。 

 

 標 

 

 

 

 

 

準 

 

 

 

 

 

服 

冬 

 

服 

上 ○ブレザー 

    ○カッターシャツ（白）、ネクタイ ○ブラウス（白）、リボン 

下 ○ズボン【必ずベルト着用】 ○スカート 

○ベスト、セーターを着用してもよい。 

○防寒具（ウィンドブレーカー）を着用してもよい。 

夏 

 

服 

上 ○開襟シャツ ○ポロシャツ  ○白のオーバーブラウス(半袖・長袖)、リボン 

 

下 ○夏用ズボン【必ずベルトを着用】 ○夏用スカート 

留 

 

意 

 

事 

 

項 

○ ズボンは、ウエストに合ったものを着用する。（腰パン禁止） 

○ ベルトは、黒や紺や茶（こげ茶）の単色のみを着用する。 

（メッシュ、穴が多いベルトは不可） 

○ 肌着（上）は目立たない色のものを着用する。（左胸のワンポイント可） 

○ スカート丈は、完全に膝が隠れるようにする。 

○ ブレザーのボタンは、留めておく。 

○ シャツ・ブラウスのボタンは外さない。 

○ ネクタイ・リボンは襟元にゆるみなく付ける。 

○ 衛生面を考え、肌着を着用する。 

○ 授業日（行事含む）の登下校は標準服を必ず着用する。 

期 

間 

○ ７月から９月は夏服。それ以外の月は、気候や体調に合わせて選択する。 

○ 入学式、卒業式などの式典は冬服とする。 

頭 

 

 

髪 

 

 

等 

◎ 入試や面接に臨めるような髪型とする。 

○ 横と後ろをきれいに整え、耳や襟にかからない長さにする。 

○ 前髪は、目にかからないようにする。 

○ 肩にかかる髪は、ゴム紐（黒、紺、茶色）で１つか２つに結ぶ。結んだ髪を丸めた

り上げたりしない。 

○ 前髪が、目にかかるようならヘアピンで留める。 

○ プールの後は、お団子結びも可とする。（制服が濡れるのを防ぐため） 

○ 脱色、染色等は禁止とする。   

○ 整髪料、寝癖直し等はつけない。 

○ まゆそり、まゆ抜き等の眉毛の変形は禁止とする。 

○ ピアスやアクセサリー等（カッチン留めも含む）を身につけない。 

○ 化粧はしない。（ｱｲﾗｲﾝやﾏｽｶﾗ､ｱｲﾌﾟﾁ､ﾏﾆｷｭｱ、ﾍﾟﾃﾞｨｷｭｱ等を身体につけない。） 
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名 札 ○ 学年カラーの名札を制服の左胸につける。名札は置いて帰る。 

靴 下 
○ 白・黒・紺のいずれも単色の市販スクールソックスを着用する。 

（ワンポイント、ライン入りは禁止） 

通 学 靴 
○ 白または黒の単色で紐付き運動靴（ハイカット、マジックテープ等禁止） 

○ 靴の内ベロに、必ず記名すること。 

上 靴 

○ 上靴を使用する。 

色 １年：青色 ２年：黄色 ３年：緑色 

・所定の場所（右参照）に名字を記名する。 

・かかとをふみつけない。 

・所定の位置に入れる。（上靴専用箱） 

通 学 用 

カ バ ン 

○ 本校規定の通学用カバン（両肩かけ）を使用する。 

・カバンに入らない場合は、本校規定のサブバッグを使用する。 

・登校日（学校行事日・テストのある日も含む）は、通学用カバンを使用する。 

手 袋 等 

 

○ 手袋は、登下校時着用し、校舎内では着用しない。（派手でなく高価でないもの） 

○ 黒のタイツを着用してもよい。 

○ ネックウォーマーを着用してよい。 

（単色で文字等が入っていないもの。あご下が空かない首全体を覆うもの） 

○ マフラーの使用は禁止する。 

○ 防寒用としてシャツやブラウスの下から長袖下着を着用してよい。ただし、クル

ーネックか V ネック、色は目立たない色のもので、袖から出ないものとする。 

○ 使い捨てカイロを使用してもよい。但し、学校では処分しないこと。 

○ マスクを着用すること。（感染状況を見て） 

体 育 服 

○ 夏服と冬服には、前後に必ずゼッケンを縫いつける。 

クラスを１年は１番左の枠内､２年は中央枠内､３年は１番右の

枠内に書く。 

    
 

    

工 藤  

  

そ の 他 身なりや頭髪に関して、事情がある場合は担任に相談すること。 

 

なお、標準服は本校規定のものまたは熊本市立中学校共通標準服とする。  
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スマホやタブレット等

第１条「約束しよう！夜１０時から朝６時は使わない」 

○時間を守って、規則正しい生活習慣を送りましょう。 

 

第２条「設定しよう！フィルタリングは当たり前」 

○危険なサイトにはアクセスできないようにしましょう。 

 

第３条「尊重しよう！画面の向こうの相手のこと」 

○誰にでも見せられるような内容にしましょう。 

○悪口やうわさ話などは載せないようにしましょう。 

○仲間外しはやめましょう。 

 

第４条「判断しよう！知らせていいこと悪いこと」 

○名前、写真、住所、電話番号などの個人情報は載せないようにしましょう。 

 

第５条「注意しよう！その情報、本当に正しいの？」 

○インターネット上の情報には嘘やまちがったものがたくさんあります。 

○インターネットで知り合った人に直接会わないようにしましょう。 
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３ 校納金について 

 

 

(1)給食費 

令和２年度より公会計化となっており、熊本市では基本的には小学校で登録した口座か

らの引き落としとなります。 

 

(2)学校徴収金 

各学年で、１年間に使う諸費(スポーツ振興センター掛金・テスト処理代・中体連負担

金・美術や技術・家庭科の材料費等)をいいます。登録された口座からの引き落としとな

ります。 

 

(3)ＰＴＡ会費 

年２回(６月・１１月予定)に分けて担任の先生を通じて、ＰＴＡの会計の方に納入する

ようになっています。一括で納入することもできます。 

 

(4)修学旅行費 

年数回に分けて積み立てをするようになっています。もちろん、一括の納入もできます。

銀行振り込み、学校で納入等、年度によって異なっています。 

 

(5)集団宿泊教室代金 

学校徴収金に含めて、登録された口座からの引き落としとなる予定です。 

 

(6)部活動費 

納入先（担当の先生や部活動後援会）や回数、金額などが部によって異なっています。

その他に運動部には年度当初、部活動振興会費があります。 

 

(7)その他 

３年生のみ、卒業関係諸費が必要になってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  お金を持って登校したら、必ず、朝のうちに担任(担当)の先生に

手渡してください。 
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４ 保健室からのお願いと利用の仕方 

  中学生期は、心も体も大きく成長する時期です。心身ともに健康に成長するために、 

次のようなことに気をつけましょう。 

 

（１）規則正しい生活を心がけましょう。 

  ①目標をもって、計画性のある生活を心がけましょう。 

    ②睡眠時間は十分とるようにしましょう。（遅くとも１２時までに就寝しましょう。） 

    ③栄養バランスのとれた食事をとりましょう。朝食は特に大切です。 

  ④朝からトイレに行く習慣をつけましょう。 

  ⑤運動不足にならないように、適度な運動を心がけましょう。運動は体力をつけるとともに、ストレ

ス解消にも役立ちます。 

（２）心配なことや悩みは早めに相談しましょう。 

    ①心配なことや悩みは一人で抱え込まず、家族や先生等に相談しましょう。 

    ②保健室にはいつでも相談に来てください。 

③スクールカウンセラーの相談を希望される場合は、ご連絡ください。 

（連絡先：日吉中学校 ℡096-351-6442  保健室まで） 

（３）病気は早めに治療しましょう。 

①定期健康診断等で検査や治療が必要と診断された場合は、早めに受診しましょう。 

（４）心やからだに関することについて 

①食物アレルギーがある場合は、入学前に中学校で面談を実施する予定です。 

②心やからだに関することで、お知らせしたいことがありましたら、保健調査票にご記入く

ださい。  

（５）その他 

①登下校（通常の経路及び方法）を含む学校の管理下で負傷した場合等、日本スポーツ振興センター

災害共済給付制度が適用されます。ただし「ひまわりカード」との併用はできません。 

②学校において予防すべき感染症（インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・流行性耳下腺炎

（おたふくかぜ）・水痘（みずぼうそう）・麻しん・風しん 等）が疑われる場合は医療機関を受

診してください。これらの感染症にかかっている場合は出席停止になりますので、すぐに学校に連

絡してください。 

 

【保健室の利用の仕方】 

 ○保健室は、応急処置及び医療機関受診の有無を判断する場所です。 

  治療的な医療行為は行いません。また継続的な手当や内服薬の投与はしません。 

 ○保健室に来室する場合は、担任の先生や教科担当の先生に伝えて来てください。 

（ただし、緊急の場合等は、保健室に行くことをクラスの人に知らせ来室可。） 

  ○緊急な場合以外は、休み時間を利用して来室しましょう。 

 ○早退や受診が必要な場合は、保護者の方に連絡をとりますのでよろしくお願いします。 

年度途中で連絡先が変わった際は、必ず担任までお知らせください。 
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５ 学習について 

(1)学習の仕方 

①授業がもっとも大切 

授業は一度限りです。授業に積極的に参加するようにしましょう。また、予習・復習は、 

授業の内容を理解するために重要です。 

②忘れ物をしない 

忘れ物をすると授業で困るのはあなた自身です。忘れ物をしないように、スマイルノートを 

活用し、前日の夜から確実に準備物を確認しましょう。 

③提出物は、必ず期日を守る 

決められた期日までに必ず提出しましょう。提出物まで含めて授業です。 

④計画的な学習を 

家庭学習では、１日の計画を作り、学習時間を確保するようにしましょう。 

⑤自分に適した学習方法を身につける 

いろいろな勉強の仕方があります。自分にあった効率的な進め方を工夫したり、先生に相談 

したりしてみましょう。 

⑥家庭に持ち帰る学習用具は各自で判断しよう 

充電をするためにタブレット端末は持ち帰ることになりますが、それ以外の学習用具は、 

家庭学習や宿題等を考え、必要なものを持ち帰ります。（英語と数学については毎日持ち帰 

ることをお勧めします。） 

 

(2)テストの受け方 

①なぜテストを受けるのか 

学校で行われるテストは、学習した事柄や内容について、どれだけ身についているか確認す 

るために行われるものです。テストの結果だけを気にせず、自分の長所・理解が不十分なとこ 

ろを知るとともに、毎日の生活を反省し、充実した学校生活につなげていくためのものです。 

 

②テストの種類 

学校で行われるテストには、定期テスト(実力テスト、中間テスト、期末テスト)、各教科で 

行われる部分的な範囲のテストがあります。（確認テスト・単元テスト・ミニテスト） 

 

③テストを受けるにあたって 

定期テストの時間割、出題範囲は、おおむね２週間前に発表されます。直前になってあわて 

ることがないように、毎日の予習・復習を欠かさないようにするとともに、計画を立てて勉強 

してください。テスト期日は、家族の方にも知らせて、十分な睡眠・休養・栄養がとれるよう 

心がけましょう。 

 

④テスト用紙が返されたら 

採点が済むと答案用紙が返却されます。「なぜ、間違ったのか。」「どこの力が十分でなか 

ったのか。」見直すことが大切です。間違いから力を伸ばすことが大切です。反省がなければ、 

進歩もありません。 
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(３)タブレット端末の使用について 

熊本市から貸与された学習用 iPadは、学校・家庭での学習用として卒業までの期間使用します。

次の内容をしっかり守り大切に使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日吉中学校 学習用 iPad（タブレット端末）使用の約束 

 

学習用 iPad の基本的な使用について 

・毎日学校で使えるように、家で充電して持って来ます。 

・故障や破損があればすぐに保護者や先生に報告してください。 

・生徒間の貸し借りはできません。また、他の人の学習用 iPad を勝手に扱って

はいけません。 

・学習以外の目的に使用しません。 

 

※1 人あたりの通信使用量の目安は、１０ギガ／月までです。家庭に Wi-Fi など

の無線 LAN がある場合は、無線 LAN につないでください。 

 １ヶ月の使用量が極端に多い場合は、ご家庭にご相談させていただきます。 

 

人権侵害や著作権・個人情報の保護について 

・相手を思いやり、傷つけたり不快感を与えたりすることは絶対してはいけませ

ん。 

・授業で指示された時を除き、むやみにカメラアプリで人を撮影しません。プラ

イバシーの権利や肖像権を侵害するなど違法行為となり、思わぬトラブルを引

き起こすことにつながります。 

・人の写真を撮ったり、音や映像を録音・録画したりする時は、相手の許可（肖

像権等）を得ます。 

・自分や他人の個人情報は、絶対に SNS 等のインターネット上に公開しませ

ん。 

・他の人の作品や表現を尊重し、学習用 iPad で使用するときには許可を得るよ

うにします。 

 

 

安全性(セキュリティ)やネットワーク上のルール、マナーについて 

・不適切なサイトの閲覧や投稿をしてはいけません。閲覧履歴は管理サイトに残

っています。 

・先生と保護者が、違法・不適切な使用をしていないことを確認することがあり

ます。 

・アカウント名やパスワードは自分で管理してください。 
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※入学後すぐにはタブレット端末の準備ができない場合があります。 

 

 

健康面について 

・健康面に留意し、時間を決めて使用してください。 

 

アプリについて 

・自分の Apple ID でサインインしてはいけません。 

・自分でアプリをインストールすることはできません。 

・Music アプリに自分で曲をダウンロードすることはできません。 

・学習用 iPad を使ってプライベートな通信をすることはできません。（履歴が

残ります） 

・Face Time を使って友だちと会話をしてはいけません。 

・Mail アプリを使用してはいけません。自分でアカウントを設定すると、次の

使用者に見られます。 

・画面収録機能を使って、YouTube などの動画を収録してはいけません。勝手

に使用すると、著作権法に違反することがあります。 

 

 

その他の大切なこと 

・学習用 iPad やアプリの詳細は、ネットで検索したり、直接メーカーに問い合

わせたりしてください。 

 

※人権を侵害する行為や SNS 等によるトラブルがあった場合は、被害者保護の

観点から警察等の関係機関との連携や、学習用 iPad の貸与停止を行う場合が

あります。 


